
お
知
ら
せ

　

県
で
７
月
か
ら「
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
」が
導
入
さ
れ
、

多
久
市
で
も
交
付
を
行
い
ま
す
。

　

「
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
」
は
、
外
見
か
ら
は
わ
か
り
に

く
い
障
害
や
病
気
な
ど
を
抱
え
て
い
る
人
が
、
周
囲

か
ら
配
慮
を
得
ら
れ
や
す
い
よ
う
「
見
え
に
く
い
障

害
」
を
表
示
す
る
も
の
と
し
て
、
平
成
24
年
に
東
京

都
で
作
成
さ
れ
ま
し
た
。

　

ス
ト
ラ
ッ
プ
型
の
「
ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
」
を
カ
バ
ン

な
ど
に
取
り
付
け
る
こ
と
で
、
公
共
交
通
機
関
の
優

先
席
な
ど
で
、
要
支
援
者
の
認
識
が
容
易
に
な
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
「
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
」
に
は
、
裏
面
に
手
伝
っ

て
ほ
し
い
こ
と
や
緊
急
連
絡
先
な
ど
を
記
載
し
、

困
っ
た
と
き
に
表
示
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

手
続
き
は
不
要
で
、
希
望
者
に
は
窓
口
で
無
料
交

付
し
ま
す
。
そ
の
際
、
簡
単
な
ア
ン
ケ
ー
ト
に
ご
協

力
く
だ
さ
い
。

例

：�
義
足
や
人
工
関
節
を
使
用
さ
れ
て
い
る
人
、

内
部
障
害
や
聴
覚
障
害
、
難
病
、
妊
娠
初
期

の
人
な
ど

　

経
済
的
な
理
由
で
、
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、本
人
の
申
請
で
、

保
険
料
が
免
除
、
ま
た
は
猶
予
さ
れ
る
３

つ
の
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

保
険
料
を
納
め
忘
れ
た
状
態
の
ま
ま
で
、

障
害
や
死
亡
と
い
っ
た
不
慮
の
事
態
が
発

生
す
る
と
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
が
受

け
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
を

防
止
す
る
た
め
の
制
度
で
す
。

今
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は
、
月
額
１
万
6
，3
4
0
円
で
す
。

①全額免除・一部免除制度
　�本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、申請をすること
で保険料が全額、または一部免除になります。

②納付猶予制度
　�50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合は、申請をするこ
とで保険料の納付が猶予されます。

③学生納付特例制度
　�学生で、本人の前年所得が一定額以下の場合は、申請をすることで保険料
の納付が猶予されます。

※�失業等で、保険料を納付することが困難になった場合、条件を満たせば免
除等が受けられる可能性があります

　今年度の申請の受け付けは、 7月 １日から平成3１年 ６

月までの期間を対象に、年金機構で審査を行います。

　また、申請を忘れて未納期間がある人は、申請書を提

出した日から 2年 １か月前までは、さかのぼって免除申

請をすることができます。早めにご相談ください。

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
・
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド
を

交
付
し
ま
す

国
民
年
金
は
保
険
料
免
除
・
猶
予
の
申
請
が
で
き
ま
す

問い合わせ 福祉課 高齢・障害者福祉係　☎75−4823

問い合わせ 佐賀年金事務所　☎31−4191　市民生活課 保険年金係　☎75−2159

▲
ヘ
ル
プ
カ
ー
ド

▲

ヘ
ル
プ
マ
ー
ク
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